


小金井市立公園条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正規則 現行規則 備考 

（条例第５条第８号の規則で定める市立公園） 

第３条の２ 条例第５条第８号の規則で定める市立公園は、

別表第１及び別表第２のとおりとする。 

  

市立公園全

面禁煙化に

係る規定の

追加 

付 則   

この規則は、令和６年１０月１日から施行する。   

 


